
国税の納付はキャッシュレス納付が便利です

個人事業者の方 法人の方

申告所得税
消費税及び地方
消費税（個人）

源泉所得税 法人税
消費税及び地方
消費税（法人）

までにお願いいたします

税務署からのお知らせ

税務署窓口での

国税の納付は までにお願いしていますが、令和
７年４月14日からは納税証明書交付請求手数料の納
付を含め

電子納税証明書（ＰＤＦ）なら、税務署にお越しいただくことなくお手持ちのスマホやタブレット
端末からｅ－Ｔａｘ（Ｗｅｂ版）を使って請求＆受け取ることができます。
納税証明書の便利な請求＆受取方法については、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）「納税・納税証明書手続」をご覧ください。

✔ ✔
✔


